県内福祉従事者研修等における広告・チラシ募集要領

１　趣旨

埼玉県社会福祉協議会（以下、本会という）が行う広報活動の一環として、本会と関わりのある企業や取引業者等の情報を、県内福祉従事者研修等の本会実施事業の機会に、社会福祉施設・団体等の関係者へ広報することを目的とする。

２　方法

　研修等の本会が実施する事業における広告・チラシの配付

　１）研修資料等への広告の同封

２）研修会場へのチラシ配置

３）研修以外の本会事業でのパンフレット・チラシの配布

３　募集する広告・チラシについて

１）広告はタテ６ｃｍ×ヨコ８ｃｍのサイズで印刷しますので、同サイズでも内容が読み取れるようなレイアウトで作成してください。

２）広告原稿はデータにより作成ください（形式は、ワード、エクセル、パワーポイント、イラストレーターとする）。

３）広告原稿は電子メール（下記10のメールアドレス）または、ＦＤ、ＣＤ－Ｒの媒体にて提出ください。併せてプリントアウトした原稿も１部提出ください。

　４）チラシについては、原則としてＡ４サイズで作成したものを必要部数郵送または持ち込みください（チラシは両面刷り、片面刷り、カラー、モノクロは問いません）。

５）広告原稿・チラシの作成費用及び送料は自己負担願います。

　※　注）チラシにつきましては、会場等への配置となりますことをご了承ください。

４　取り扱えない広告・チラシ

　１）法令等に違反しているもの

　２）公序良俗に反しているものまたは反する恐れがあるもの

　３）政治性または宗教性のあるもの

　４）意見広告

　５）個人の氏名広告

　６）県社協が推奨しているような誤解を与える恐れがあるもの

　７）県社協が取り扱う広告として適当ではないと県社協が認めるもの

５　広告・チラシ料金

	
	期　　間
	料　　金

	広告配付
	平成２２年４月～平成２３年３月のうち希望する期間

（例）　９月～３月（７ヶ月間）

１０月～１月（４ヶ月間）
	１ヶ月　２，０００円

	チラシ配置
	
	１ヶ月　１，０００円


　　　　

６　広告配付・チラシ配置予定

広告配付・チラシ配置の研修回数・参加予定人数

	実　施　期　間
	研修実施回数
	参加予定人数

	平成２２年度（H22.4～H23.3月）
	１０７回
	延１５，４０２人


※　研修参加者は、県内の社会福祉法人職員、高齢、障害、児童・保育等の社会福祉施設職員、市町村社協職員、民生・児童委員、ＮＰＯ・ボランティア団体関係者等

７　広告・チラシ申し込み　

　　　広告配付・チラシ配置申込書（別紙１）によりお申し込みください。　

８　広告原稿・チラシについて

広告配付・チラシ配置申込書（別紙１）に記載いただいた「広告原稿・チラシ送付予定日」までに、３－３）のとおり送付願います。

９　広告・チラシ料金の納入について

広告・チラシ料金の納入については、広告・チラシ取り扱い後、配付・配置が決定した期間の広告料を本会から別途ご請求申し上げます。

10　申し込み／広告・チラシ送付／問い合わせ先
　　　社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会　企画・財務課
　　　　〒330-8529　さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５

　彩の国すこやかプラザ内 

℡ ０４８－８２２－１１９１　FAX ０４８－８２２－３０７８　

e-mail:keieikikaku＠fukushi-saitama.or.jp

附則

この要領は、平成２２年４月１日から適用する。






